
【加入お手続きおよび補償額と保険料（以下の内容は、20 事業者数以上が加入された場合の保険料です。）】 
本保険は、NPO 法人関西ｱﾛﾏｾﾗﾋﾟｽﾄ・ﾌｫｰﾗﾑを契約者とし、同団体会員のｱﾛﾏﾃﾗﾋﾟｰ専業事業者を被保険者（補償の対象
となる者）とする団体契約です。保険料は、加入事業者数に応じた団体割引を適用して設定されています。本制度

の保険期間開始時点で加入事業者数が定足数（20 事業者）を満たさなかった場合は、保険金額を調整させていただ
きます。 
ご加入のお手続きは、所定の加入依頼書に必要事項をご記入の上、NPO 法人関西ｱﾛﾏｾﾗﾋﾟｽﾄ・ﾌｫｰﾗﾑ事務局宛 9 月 20
日までに保険料とともにご提出ください。 

てん補限度額（1 名・1 事故・保険期間中） 自己負担額（1 事故） 年間保険料（売上高 1000 万円以下） 
身体・財物共通 3,000 万円 3,000 円 9,500 円 

（注１） 受託物に関するてん補限度額は上記の 10％となります。 

（注２） ｱﾛﾏｾﾗﾋﾟｰは精油を使用した手技によるﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ業務の総称です。なお、ｱﾛﾏｾﾗﾋﾟｰ専業事業者が行うﾘﾌﾚｸｿﾛｼﾞｰやﾌｪｲｼｬﾙ等のｴｽﾃ業務は対象に

含まれます。ただし、精油以外のｵｲﾙ（ﾎﾟﾌﾟﾘｵｲﾙ、ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽｵｲﾙ等）や高機能成分配合の化粧品を使用するもの、および、手技だけでなく機械

を使用するものは本保険の対象外業務となります。同様にﾋﾟｰﾘﾝｸﾞには、肌整目的で化学合成物を使用しないものもありますが本保険の対象

外業務となります。 

（注３） ｱﾛﾏｾﾗﾋﾟｰ専業事業者が出張で理美容院やｴｽﾃﾃｨｯｸｻﾛﾝおよび医院・病院で行う業務は、売上がそれらと区分されている場合に対象とすることが

できます。なお、理美容やｴｽﾃおよび医療の各施設内で理美容、ｴｽﾃ、医療の各業務と同時に行う場合は、本保険の対象外となります。 

（注４） ｱﾛﾏｾﾗﾋﾟｰに関するが売上高 1000 万円超の場合や団体契約の保険期間の中途でご加入される場合は別途ご照会ください。 

（注５） ご加入にあたり売上高や事故歴等について確認させていただいたり必要書類のご提出をお願いするケースがございます。 

【保険金をお支払いできる主な場合とできない主な場合】 
補償項目 お支払いできる主な損害 お支払いできない主な損害 

事業施設に関するﾘｽｸの補償 お申し込み頂いたｱﾛﾏｾﾗﾋﾟｰ専業事業

者様（以下「被保険者」といいます。）の

事業施設の所有、使用または管理およ

び付随業務(出張業務等)の遂行により

生じた他人の身体障害または財物賠

償に対して、被保険者様が法律上の賠

償責任を負担することによって被る損

害をてん補します。 

事業施設における昇降機や漏水事故

による他人の財物損壊により生じる賠

償責任はてん補しません。また、本契

約の事業者が理美容、ｴｽﾃﾃｯｸｻﾛﾝ、

医院・病院等のｱﾛﾏｾﾗﾋﾟｰ専業事業者

でない場合は本保険の対象外となり

てん補されません。 

生産物に関するﾘｽｸの補償 被保険者が直接販売または提供した

生産物に起因して、当該生産物が被保

険者様の占有を離れた後、保険期間

中に生じた他人の身体障害または財

物賠償に対して、被保険者様が法律上

の賠償責任を負担することによって被

る損害をてん補します。 

本保険の生産物は、被保険者様が直

接販売または提供されたものに限りま

す。例えば、ﾒｰｶｰからお客様に直送

される生産物は対象外となります。 

受託物に関するﾘｽｸの補償 ｱﾛﾏｾﾗﾋﾟｰ事業の遂行に伴い、一時的

なお客様の預かり品の損壊、紛失また

は盗難に対して、被保険者様が法律上

の賠償責任を負担することによって被

る損害をてん補します。 

預かり品は、お客様より一時的に保管

することを約定して受取ったもので、

例えば、玄関に脱いだ靴や傘たてに

入れた傘などは対象になりません。ま

た、現金、有価証券、貴金属、書画・

骨董なども対象外となります。 
（注１） 被保険者様が故意または重大な過失により、法令に違反して製造・販売もしくは行った業務の結果に起因して負担する賠償責任はてん補され

ません。また、被保険者様の所有、使用もしくは管理する車両、船舶または動物に起因して負担する賠償責任もてん補されません。詳しくは

賠償責任保険普通保険約款、店舗特別約款および付帯特約条項（団体に常備しています。）をご覧ください。ご質問等は弊社ならびに取扱代

理店にお気軽にご照会ください。 

（注２） 万一事故が発生した場合は、すみやかに弊社または取扱代理店に以下の事項をご連絡ください。①被保険者 

の氏名、連絡先②被害者の氏名・住所・電話番号・性別 ③事故の日時・場所・原因状況。なお、被害者との 

間で賠償額を決定(示談)される場合には必ず事前に弊社にご相談ください。弊社の承認がないまま被害者に対 

して損害賠償の全部、あるいは一部の承認をされた場合には、約款の規定により保険金が支払われないこと 

もありますので十分に注意ください。 
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